
ボスニア・ヘルツェゴビナ（ＢＨ）情勢月報（平成３０年６月分） 

平成３０年７月 

在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館 

（注：以下は、現地紙など公開情報をとりまとめたものです。） 

 

１．国内情勢 

（１）国家レベル 

●法の支配の徹底を求める国際社会の共同

声明に対するチョービッチＨＤＺ党首の反論書

簡（４日） 

 ４日、チョービッチＨＤＺ党首兼ＢＨ大統領評

議会メンバー（クロアチア系）は、ＯＨＲ、米、

英、独、仏、日本等の各国大使に対し、抗議

の書簡を発出した。これは５月３０日に、ＯＨＲ

のイニシアティブにより和平履行評議会運営

委員会（ＰＩＣ・ＳＢ）メンバー国を始めとする各

国大使等が、腐敗や組織犯罪に対する起訴

の根拠法の不在を招きかねないＢＨ刑事訴訟

法改正問題の早期解決を、ＨＤＺ及びＳＮＳＤ

に対して求める共同声明を発出したことに対

応するもの。 

 同書簡において、チョービッチ党首は、ＢＨ

刑事訴訟法に関するＢＨ憲法裁判所の違憲

判決の未履行をＨＤＺの責任だとする共同声

明の言い分は受け入れられないと述べ、同声

明は、ＨＤＺに対する悪いイメージを世間に植

え付けようとする、非常に不条理なキャンペー

ンであるとして批判した。 

 なお、同刑事訴訟法は、ＢＨ憲法裁判所の

違憲判決を受け改正が必要とされているが、

国際基準を満たしたＳＤＡ案と問題を指摘され

ているＨＤＺ案があり、両案がＢＨ議会両院に

提出されているものの、双方譲らず審議は

遅々として進んでいない。 

  

●ベニス委員会、ＢＨ選挙法改正問題会合に
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参加（４日、５日及び７日） 

 ＥＵと米国の仲介により、数か月にわたり継

続中の、ＳＤＡ、ＳＢＢ、ＤＦ、ＳＤＰ及びＨＤＺに

よるＢＨ選挙法改正問題（当館注：ＢＨ憲法裁

判所は、２０１６年１２月にＢＨ選挙法のＢＨ連

邦議会上院議員選出規則を違憲としたが、そ

の判決が履行されなかったため、２０１７年７

月に該当条項を削除した。右により１０月に予

定される国政選挙の結果の実施が危ぶまれ

ており、早急な判決の履行、すなわちＢＨ選挙

法の改正が求められている問題）に関する会

合は、４日、５日及び７日、欧州評議会のベニ

ス委員会の専門家を交えて行なわれた。しか

し、クロアチア系とボシュニャク系の意見の相

違は埋まらず、合意には至らなかった。 

 

●ＢＨ裁判所戦争犯罪部、オリッチ元司令官

等への再審を決定（８日） 

８日、ＢＨ裁判所戦争犯罪部控訴審パネル

は、２０１７年１０月に下されたオリッチＢＨ共

和国軍スレブレニツァ部隊司令官及びムヒッ

チ同部隊将校（共にボシュニャク系、肩書は当

時）の第一審無罪判決を取消し、再審を求め

る決定を下した。 

 

●ＨＤＺ、チョービッチ党首を大統領評議会メ

ンバー候補に決定（８日） 

 ８日、ＨＤＺは幹部会合を実施し、チョービッ

チ党首兼現職の大統領評議会クロアチア系メ

ンバーを、１０月の同職選の同党候補とするこ

とを全会一致で決定した。 

 

●ガソリン値上げに対するデモ（１０日） 

 １０日、サラエボ、バニャ・ルーカ、トゥズラ、

ゼニツァ等のＢＨ各都市において、最近のガソ

リン価格の高騰に対する抗議活動として、１時

間弱、ドライバーが主要道路を封鎖し、クラク

ションを鳴らし続ける等のデモが発生した。 

 

●継続する移民危機への対応と軋轢の発生 

６月も引き続き、ＢＨの各政府は、増え続け

る不法移民・難民の流入問題に苦慮しており、

各政府間に軋轢が発生した。 

１１日、ＢＨ閣僚評議会は緊急会合を実施し、

ＢＨ赤十字に対し、同問題に向け７５，０００Ｋ

Ｍ（約３８，５００ユーロ）を供与することを決定。

１８日には、１月～６月中旬までに約６，５００

名の移民・難民がＢＨに不法入国し、内７０％

がＥＵに向け不法に出国済みだとの報告を受

け、国境警察の２３名の新規雇用を決定。２５

日には、１週間で移民数が更に１，０００名弱

増加した旨の報告があり、国境警察の更なる

採用と研修の迅速化を指示し、新たな移民・

難民の収容施設の場所につき協議を行った。 

 ２０日、ＢＨ連邦政府は、サラエボ郊外のハ

ジッチにあるＢＨ軍の兵舎を移民の収容施設

にしたいとするＢＨ治安省の要請を承認。一方

で、クロアチア国境に近く移民が多く通過・滞

留するウナ・サナ・カントン政府はＢＨ治安省

の決定や要請に反対姿勢を強めており、特に

滞留人数の多いビハチの市議会は、ＢＨ治安

省に対し３，５００名分の収容施設の提供等を

求める決議を行い、それが実現しない場合は

デモを行うと示唆した。 

 

 （２）エンティティ、特別区 

ア ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦（ＢＨ連邦） 

●モスタル市議会選挙に関する協議、一般原

則について合意（９日） 

 ９日、５月に引き続き、モスタル市において、

ＢＨ主要９政党の地元代表が２００８年以来実

施されていないモスタル市議会選挙問題の解
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決につき、９回目の協議を行った。結果、選挙

規則と選挙の原則について合意した。 

 

●ＢＨ連邦においてＢＨ選挙法改正法案を解

決する動き（２０日） 

 ２０日、ＢＨ連邦議会下院は、ＳＤＡ、ＳＢＢ、

ＳＤＰ、ＤＦ及びＮＳの５党（前２党はボシュニャ

ク系民族政党、後３党はボシュニャク系を主体

とする多民族系社会民主主義政党）の要請に

より特別会合を実施し、クロアチア系政党議

員がボイコットする中、ＢＨ連邦議会の選挙区

及び議員定数法案を全会一致で採択した。右

は、注目されているＢＨ選挙法問題を、ＢＨ連

邦に新規に選挙法を策定することで解決しよ

うとするもの。この動きに対し、チョービッチ大

統領評議会メンバーを始めとする、クロアチア

系政治家は、国際社会の後ろ盾を得たボシュ

ニャク系による「ＢＨ連邦のボシュニャク系エン

ティティ化」であり、クーデターであるとして痛

烈に批判した。 

 

●ＢＨ連邦政府、退役軍人のデモ要求に重い

腰を上げる（２８日） 

２８日、ＢＨ連邦政府は、退役軍人及び同家

族の権利に関する関連法案を採択し、緊急手

続きにおいて議会に提出することを決定した。 

これは、現在の退役軍人への政府支援が

各政党の支援者への利益誘導の隠れ蓑とさ

れていることを訴え、自分達の正当な権利保

障を求める退役軍人達の長期にわたるデモ

の結果、先月２０日に、ＢＨ連邦議会下院にお

いて３０日以内の関連法案の起草を約束した

決議を受けたもの。約束の期限が切れ、退役

軍人が新たな抗議活動を示唆したことで、今

回政府が決定するに至った。 

 

イ スルプスカ共和国（ＲＳ） 

●「変革のための同盟」、共同活動原則に署

名（４日） 

 ４日、ＳＤＳ、ＰＤＰ、ＮＤＰ等で結成されるＲＳ

野党・国政与党の「変革のための同盟」が、１

０月の国政選挙及び選挙後の活動に関する

綱領として共同活動原則に合意し署名を行っ

た。 

 

●ＲＳ・セルビア間の軍需関連契約（１５日） 

 １５日、バニャ・ルーカ市において、ドディック

ＲＳ大統領は、ブリン・セルビア国防相と会談

を行い、約７２０万ユーロに上る、ＲＳの軍需

企業とセルビアの間の、軍用機や戦車のエン

ジンの整備契約について協議を行った。また、

両者は、バニャ・ルーカ市の軍需企業コスモス

社とセルビアとの間の、レーザー・ミサイル防

衛システムの修繕契約（約８４万ユーロ）の調

印式にも参加した。 

 

●ＲＳ、住民の抗議運動が活性化 

 ３月末に発生した青年の不審死へのＲＳ当

局の不十分な対応に対し、バニャ・ルーカ市に

おいて始まったデモは、ＢＨ全土への拡大を

見せている。また、１０日に発生したガソリンの

値上げに関するデモや、緑地を破壊してのア

パート建設に反対するデモなど、ＲＳにおいて

住民の抗議運動が活性化しており、１０月の

選挙への影響が注目されている。 

 

ウ ブルチュコ特別区 

●市長、連立組替え後の与党の仕事ぶりをア

ピール（２５日） 

 ２５日、ミリッチ・ブルチュコ特別区市長（ＳＮ

ＳＤ）は、昨今実施した、ＳＤＳを追放しての与

党連立の組替えにより、同特別区政府の業務
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が円滑に進んでいる旨のプレス・リリースを発

表した。 

一方翌２６日、スティパノビッチ野党議員（Ｈ

ＤＺ１９９０）は、同特別区政府は、独裁者とそ

の取り巻きで構成されており、腐敗が蔓延し、

多くの若者が同特別区を離れたとして、連立

与党を痛烈に非難するプレス・リリースを発表

した。 

同特別区では、短期間に、セルビア系とク

ロアチア系の両方で、与党議員による連立の

転覆工作が発覚する等議会の混乱が続いて

いる。 

 

２．外政 

（１）多国間、国際・地域機構（ＥＵ加盟プ

ロセスを含む） 

●移民危機に関する地域会合（７日） 

 ７日、メクティッチＢＨ治安相とボロバッツ人

権難民相は、「地域的な移民問題への挑戦－

治安と人権の観点から－」と題した地域会合

を主催し、オーストリア、スロベニア、クロアチ

ア、ハンガリー、セルビア、モンテネグロ及び

マケドニアの代表が参加した。参加国は、不

法移民や密輸、人身売買の防止に共同で取

り組むことを合意した。 

 

●欧州委員会からの追加質問の受領（２２日） 

 ２２日、ＢＨ欧州統合局は、欧州委員会から

追加の質問を６５５問受領したことを明らかに

した。 

 追加の質問は、政治的な基準に関する技術

的なものが大半であるとして、調整メカニズム

を通し、回答作成は問題なく行われ、３ヶ月を

目処に回答を提出できるとの見通しを示した。 

  

●ＥＵ総務理事会、西バルカンへの拡大パッ

ケージを発表（２６日） 

 ２６日、ＥＵ総務理事会において、ＥＵ拡大及

び西バルカンの安定・連合プロセスに関する

結論文書が採択された。本結論文書は、４月

１７日に欧州委員会が「拡大パッケージ」とし

て採択した西バルカン及びトルコに関する報

告書について、理事会として議論し結論を出し

たもの。 

ＢＨについては、欧州委員会からの質問状

への回答を２月末に提出したことを歓迎する

一方で、改革アジェンダの遅れや、法の支配

への懸念、選挙に向けた民族対立的なレトリ

ック等を指摘し、ＢＨの政治家に対し、停滞す

る改革に注力するように呼びかけた。 

 

●ブルツ運輸担当欧州委員のＢＨ訪問（２９

日） 

 ２９日、ブルツ運輸担当欧州委員が、ＢＨを

訪問し、ズビズディッチＢＨ閣僚評議会議長及

びユースコ通信・運輸相と会談を行った。 

 同会談において、ブルツ欧州委員は、交通

分野におけるＥＵ支援では、ＢＨ側の履行能

力が主な課題となっている旨述べた。また、中

欧からアドリア海、モンテネグロをつなぐ高速

道路「Ｖｃ回廊」の建設の重要性を指摘し、こ

の実現のために近隣諸国、特にクロアチアと

の問題解決を求め、右を目的とした三者会合

の開催を合意した。 

 

（２）二国間関係 

●セルビア系政党党首、相次いでブチッチ・セ

ルビア大統領と会談（６日、１５日、２０日） 

 ６日、イバニッチ大統領評議会セルビア系メ

ンバー（ＰＤＰ名誉党首、国政与党・ＲＳ野党）

が、１５日、ドディックＲＳ大統領（ＳＮＳＤ党首、



ボスニア・ヘルツェゴビナ情勢月報（平成３０年６月） 

在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館 

 

5 
 

ＲＳ与党・国政野党）が、２０日、パビッチＤＮＳ

党首及びタディッチ同党副党首（ＲＳ与党・国

政野党）が、それぞれベオグラードにおいてブ

チッチ・セルビア大統領と会談を行った。 

 ブチッチ大統領は、全ての会談で同じように、

ＲＳとの良好な関係を指摘しつつも、セルビア

はＢＨの領土保全とデイトン合意を尊重するこ

とを強調した。 

 

●トルコにおけるボスニア学生の逮捕と釈放

要求 

 ６月の初め、トルコにおいて５月２２日に、ボ

スニア人の学生マシェトビッチがギュレン派運

動に関わった疑いで逮捕されたと報じられた。

右に関し、釈放を求める抗議運動が同人の出

身地等で行われた他、野党はイゼトベゴビッ

チＳＤＡ党首に対し、同党首とエルドアン・トル

コ大統領との良好な関係を通して、学生の釈

放を求めるように強く要求した。１２日、同学生

は保釈されたが、現在も取り調べが進んでい

る。 

 

３．経済 

（１）経済政策、公共事業、 

●ＲＳ、国際資本市場で起債（２１日） 

 １１日、ＲＳ政府はウィーン証券取引所にお

いて、２億ユーロ分の５年国債を発行すること

発表した。ＲＳにとって、国際資本市場におけ

る起債は初めて。 

 

●ＲＳ国民議会、年金及び公務員給与の値上

げを採択（２５日、２９日） 

 ２５日、ＲＳ国民議会は、７月より年金を２．

５％増額することを決定した。ＲＳの年金受給

者は５月末時点で約２６万人で、平均支給額

は３５８ＫＭ（約１８０ユーロ）。同年金は過去４

年の間に２０％増額されている。 

続いて２９日、ＲＳ政府は公務員給与９～１

２％の増額を採択し、ＲＳ国民議会に送付した。

これに対し、野党は、財源に当てのない選挙

前のポピュリスト的政策であるとして非難して

いる。 

 

●ＩＭＦ、ＢＨへの次回送金に関する協議を延

期（２９日） 

 ２９日、ＩＭＦ理事会は、ＢＨ連邦及びＲＳにお

いて相次いで年金や給与等の政府支出を増

加させる決定がなされたことを受け、ＢＨに対

する拡大信用供与措置（ＥＦＦ）の次トランシェ

の支払いにつき協議する予定であった７月２

日の会合の中止を決定した。 

  

（２）経済協力 

●ＥＵ、難民・移民危機に１５０万ユーロを供

与（７日） 

 ７日、当地ＥＵ代表部は、ＢＨにおいて増加し

ている難民・移民問題への人道支援として、１

５０万ユーロを供与することを発表した。これ

は、首都サラエボや、難民・移民が多く滞留し

ているクロアチアとの国境に近いビハチ市や

ベリカ・クラドゥシャにおいて、現場で支援に当

たる組織の能力強化に充てられる。 

 

●独、余剰弾薬の処理に４年間で１３０万ユー

ロを供与 

 ２６日付当地紙によれば、ホフマン駐ＢＨ独

大使は、シナノグル当地ＵＮＤＰ代表との間で、

ＢＨの余剰弾薬の処理を行うＵＮＤＰのプロジ

ェクトに対する２０万ユーロの拠出合意に署名

を行った。ホフマン大使は、独がこの４年間で、

当地の余剰弾薬の処理に対して１３０万ユー
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ロを供与したものの、問題は未だ山積してい

ると述べるとともに、ＢＨ国防省に対しては２０

２０年までの対応完了を期待したい旨付言し

た。 

なお、現在、ＢＨには、１５，０００トンもの弾

薬があるが、その多くが製造から３５年を超え

る古く危険なものであり、また、ＢＨ軍の規模

に対して約８，０００トンが余剰弾薬に当たると

言う。 

 

（３）民間セクター 

●独の自動車部品メーカー、ジビニツェに工

場を建設 

 ４日付当地紙によれば、ＡＦＴボスニア社は、

ＢＨ北東部ジビニツェの工場地区に、自動車

部品工場の新設を計画しており、工場建設工

事は８月１日より開始される。 

 同社は、独の「ＡＦＴ・Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ ＧｍｂＨ

グループ」の関連会社で、同グループは、主

に自動車の機能性部品や液体制御のパイプ

を製造している。 

 

 

 

（了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


